
平成２９年第２回（６月）

篠 栗 町 議 会 定 例 会

６月１６日（採決）



１番　　 ２番　　 ３番　　

５番　　 ６番　　

７番　　 ８番　　 ９番　　

１０番　　 １１番　　 １２番　　

４番　　

副 町 長

総 務 課 長

会 計 課 長

税 務 課 長

住 民 課 長

福 祉 課 長

都市整備課長

学校教育課長

社会教育課長

出席した議会事務局職員

次　　長
係　　長 伴　　　　 秀  代

八　尋　　正　記

まちづくり課長

久　芳　　良　行

井　上　　勝　則 

上下水道課長 野　寄　　　   勇

栗　原　　俊　孝

浦　上　　利　浩

産業観光課長

収 納 課 長

教 育 長

地方自治法第１２１条の規定により出席した者

大　塚　　哲　雄

三　浦　　     正 松　田　　秀　幹

西　　　　 邦　彰

町 長

平成29年　第２回　定例会　会議録

日時 平成29年６月１６日　　　　午前１０時

場所 篠栗町役場　　議事堂

栗 須 信 治

出席議員

田 辺 弘 之古 屋 宏 治

横 山 久 義

村 瀨 敬 太 郎

山　口　　茂　幸

村　嶋　　茂　則  

三　明　　祐　治

松　岡　　秀　策

欠席議員

財 政 課 長 立　花　　博　友

局　　長

今 長 谷 武 和

大 楠 英 志

黒　瀬　　英　三 

阿 髙 紀 幸

山 田 眞 士

荒 牧 泰 範

阿 部 寛 治

佐　伯　　和　久

松 田 國 守

藤　　　　幸三

健 康 課 長

こども育成課長 岡　部　　　　禎井　上　　伸　一



－ 35 －

開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、山田 眞士 議員が病休のため欠席ですが、定足数に達していますので、

開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、６月１２日に行いました一般質問において、質問内

容を精査するため最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせて

いただきます。 

  発言内容を慎重に検討し、一部文言及び字句等の訂正を行っております。 

  ご協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  これより、日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、議案第２２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１

号）」、篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）」 

篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について。 

  本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、篠栗町税条例の一部を改

正する条例の制定について専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、議会の承認を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、 

  １、軽自動車税について、グリーン化特例において税負担を軽減する制度の適用

期限を平成３１年３月３１日まで延長するもので、平成２９年４月１日から施

行。 

  ２、平成３１年１０月１日に消費税が１０％に引き上げられることに伴い、自動

車取得税が廃止となり、その際に軽自動車税に環境性能割と種別割の２つの税

目を創設するもので、平成３１年１０月１日から施行。 

  ３、法人住民税の法人税割の税率を現行の１２.１％から８.４％に引き下げるも

ので、平成３１年１０月１日から施行。 
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  ４、固定資産税の税負担軽減措置である「わが町特例」について、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育事業等の用に供する家屋・償却資産及び緑地管理機構が

設置・管理する公開緑地の土地について、その特例率を条例化するもので、平

成２９年４月１日から施行であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり承認い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行いたいと思います。 

  本案に対する委員長の報告は承認です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２２号は、委員長報告のとおり承認されました。 

  日程第２、議案第２３号「専決処分の承認を求めることについて（専決第２

号）」、篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

  本案は、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２３号「専決処分の承認を求めることについて（専決第２号）」 

篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

  本議案は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２９年政令第２

６号）が、平成２９年４月１日から施行されることに伴い、篠栗町国民健康保険税

条例の一部を改正する必要が生じ、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、議会の承認を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽

減する「所得判定基準」について、被保険者数に乗ずる金額を、５割軽減の基準に
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ついては５,０００円、２割軽減の基準については１万円引き上げるものです。 

  なお、本条例は、平成２９年４月１日から施行され、改正後の篠栗町国民健康保

険税条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２８年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

承認いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は承認です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方のご起立を願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２３号は、委員長報告のとおり承認されました。 

  日程第３、議案第２４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第３

号）」、平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを

議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）」 

  平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について。 

本議案は、地方自治法１７９条第１項の規定により、平成２９年度篠栗町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）について専決処分をしたので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、議会の承認を求められたものであります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,４９９万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億８２８万６,０００円とするもので

あります。 

  予算の内容は、平成２８年度国民健康保険特別会計予算に歳入不足が生じたこと
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に伴い、平成２９年度の歳入を繰り上げて措置するため、前年度繰上充用金１億２,

４９９万９,０００円を追加補正するものであります。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において慎重な審査が行われておりますの

で、省略いたします。 

  当委員会において、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり承認いたして

おります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は承認です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２４号は、委員長報告のとおり承認されました。 

  日程第４、議案第３８号「篠栗町放課後児童クラブ条例の制定について」を議題

といたします。 

  本案は、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第３８号「篠栗町放課後児童クラブ条例の制定について」 

  本議案は、篠栗町児童館設置条例及び篠栗町放課後児童クラブ規則に基づき実施

している、児童館での放課後児童クラブに加え、篠栗町立小中学校管理規則第４条

第１項第３号から６号に規定する休業日において休業日拡大放課後児童クラブを設

置するにあたり、必要な事項を定めるため、議会の議決を求められたものでありま

す。 

  制定の主な内容は、町立児童館で実施する放課後児童クラブ事業に関し、保護者

のニーズが高まる小学校の長期休業期間に対応するため、拡大放課後児童クラブを

開設することに必要な事項を定めるもので、これに伴い、これまで篠栗町児童館設

置条例第６条に規定した事業について明確にするため、新たに条例を制定するもの
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であります。 

  平成２９年度の拡大放課後児童クラブは、７月２１日から８月３１日までの夏季

休業日の期間において、各児童館で実施する事業に加え、新たに勢門小学校内及び

尾仲大柳集会所の２か所で、定員をそれぞれ３０名とする児童クラブを開設するも

のであります。 

  なお、この条例は公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第３９号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３９号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」 

  本議案は、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）の施

行に伴い、人事院規則が改正され、所要の措置を講ずる必要が生じたため本条例の

一部を改正することについて、議会の議決を求められたものであります。 

  改定の内容は、 

１、「養育里親」と「養子縁組里親」が法定化されたことにより、引用している

条文の改正を行うもの。 
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  ２、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する「育児休業承認」、「育児

休業期間の延長」、「育児短時間期間の承認」に関して条例委任されている特

別な事情として、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行ってい

るが、当面その実施が行われないこと」を認めるものです。 

  なお、この条例は、平成２９年４月１日に遡って適用されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立を願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第４０号「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

  本案は文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第４０号「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、篠栗町児童館設置条例に、管理及び運営に関する事項を追加し、町立

児童館の法人等への運営の委託について、要件を明確にするため、本条例の一部を

改正するにあたり、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の内容は、本条例第３条に、管理及び運営を追加し、法人等への業務委託に

ついて規定するものであります。 

  なお、この条例は公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 
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  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第４１号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第１号）につ

いて」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第４１号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第１号）について」 

  本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１,５４５万３,０００円を減額

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億６,６７３万５,０００円とするものであ

ります。 

  歳入につきましては、 

   地方交付税 １,７６８万２,０００円増 

   分担金及び負担金 ５４万円増 

   国庫支出金 ３９万６,０００円増 

   県支出金 １５９万６,０００円増 

   繰入金 １,５１１万１,０００円増 

   諸収入 １８７万８,０００円減 

   町債 ４,８９０万円減 

  歳出につきましては、 

議会費 ３１万３,０００円減 

   総務費 ３０８万３,０００円減 

   民生費 １２４万円減 
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   衛生費 ６５７万７,０００円増 

   農林水産業費 ２１９万２,０００円減 

   商工費 ３０３万８,０００円増 

   土木費 ３,９６８万６,０００円減 

   消防費 １万２,０００円増 

   教育費 ５５９万３,０００円増 

   諸支出金 １,５８４万１,０００円増 

  また、債務負担行為につきましては、粕屋南部消防組合分担金（平成２８年度同

意債元利償還金）について、期間を平成２９年度から平成３３年度までとし、限度

額１,３１８万７,０００円の債務負担行為を行うものです。 

  地方債につきましては、緊急防災・減災事業債を４５０万円追加し、自然災害防

止事業債５,０００万円及び防災基盤整備事業債３４０万円を廃止しております。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において、慎重な審査が行われております

ので、省略いたします。 

  当委員会において採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお

ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第４２号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 
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  議案第４２号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ

４０７万１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億１,

２３５万７,０００円とするものであります。 

  なお、予算の内容は、全て人事異動に伴う人件費の補正であります。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において慎重な審査が行われておりますの

で、省略をいたします。 

  当委員会において採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお

ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第４３号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第４３号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算から、歳入歳出それ

ぞれ３３４万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

７８２万７,０００円とするものであります。 

  なお、予算の内容は、全て人事異動に伴う人件費の補正であります。 
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  詳細につきましては、予算特別委員会において慎重な審査が行われておりますの

で、省略いたします。 

  当委員会において採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお

ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第４４号「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第４４号「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予

算（第１号）について」 

  本議案は、当該予算において造成地の樹木伐採・準備工事・防災工事並びに造成

工事の本年度分と、雨水排水路となる津波黒水路保護のための測量・地質調査等の

費用を補正するもので、歳入歳出それぞれ６億７７８万９,０００円増額し、予算

総額をそれぞれ６億７,２９９万２,０００円とするものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 
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  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立を願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第４５号「平成２９年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補

正予算（第１号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第４５号「平成２９年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第１

号）について」 

  本議案は、既決の予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額から人件費の

補正に伴い、収益的支出３５５万７,０００円を減額し、収益的支出の予定額を８

億２,５６０万円とするものであります。 

  なお、収益的支出の額に対し２,０８０万９,０００円の黒字予算とするものであ

ります。 

  次に、既決の予算第４条に定めた、資本的収入及び支出の予定額から建設改良費

の確定に伴い、資本的支出５,０００万円を追加し、資本的支出の予定額を５億９,

２０６万５,０００円とするものであります。 

  また、企業債の補正に伴い、資本的収入５,０００万円を追加し、資本的収入の

予定額を４億６,３２０万１,０００円とするものであります。 

  なお、資本的支出額に対し不足する１億２,８８６万４,０００円は、損益勘定留

保資金などで補填されます。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において慎重な審査が行われておりますの

で、省略をいたします。 

  当委員会において採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお

ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 質疑ではなくて、収益的支出の総額をもう一度確認してもら

えますか。 

○議長（阿部 寛治） 数字の誤りですか。 

  はい、村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎）  

  訂正します。 

  ８億２,５５６万円でございます。 

  失礼いたしました。 

○議長（阿部 寛治） よろしいですね。 

  ほかに質疑はないですか。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第４６号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第１

号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第４６号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第１号）について」 

  本議案は、既決の予算第３条に定めた、収益的収入及び支出の予定額に人件費の

補正に伴い、収益的支出５万５,０００円を追加し、収益的支出の予定額を５億３

００万６,０００円とするものであります。 

  なお、財源につきましては、繰越利益剰余金などで補填するものであります。 

  詳細につきましては、予算特別委員会において慎重な審査が行われておりますの

で、省略いたします。 

  当委員会において採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお
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ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  無いようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立を願います。 

  出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

  総務建設、文教厚生、両委員長から会議規則第７５条の規定により、タブレット

に記載のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りいたします。 

  総務建設、文教厚生、両常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることにご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  ここで、タブレットにメール送信しておりました、委員会の閉会中の調査結果に

ついて、質疑等があれば受けたいと思います。 

  質疑はありませんか。 

  無いようですので、質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委任していただくこ

とに決定いたしました。 

  以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 
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  ここで、町長、何か発言することがありましたら許可いたします。 

  はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正) 平成２９年第２回定例会の閉会にあたり、ご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 

  専決処分を求めることについて３件、篠栗町農業委員会委員の任命についてをは

じめ人事案件１３件、篠栗町放課後児童クラブ条例の制定についてなど条例案３件、

平成２９年度補正予算６件の上程いたしました２５議案すべてにつきまして可決い

ただきましたことに感謝いたします。 

  特に、篠栗町農業委員会委員の任命につきましては、現農業委員の任期満了に伴

い、農業委員会等に関する法律の改正に基づき、選出方法が改められ、公選制を廃

止し、市町村長が市町村議会の同意を得て任命する方式による最初の選出でござい

ました。議会の同意をいただき、誠にありがとうございました。 

  議案第４４号「平成２９年度篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予算（第

１号）」では、いよいよ立木伐採と造成工事の一部等の予算についてご審議いただ

きました。 

  初めてこの事業における歳入見込み額をお示しし、採算性を重視しつつ、将来の

税収確保、雇用の増大等を視野に入れた事業であることを改めてご説明することが

できました。今後は、できるだけ詳細に議会をはじめ住民の皆様に、これからの予

定や工事の経過をご報告申し上げ、ご理解をいただくよう努めてまいります。 

  従来から申し上げておりますが、産業団地整備にあたって、事業者の開業開始に

至るまでの工程表がしっかりできているか、その工程を計画どおりに進めるための

組織図は無理なく無駄なく作り上げられているか、実行に支障のない組織であるか、

その間のキャッシュフロー表は納得性のいくものかが大事なポイントとなるわけで

ございます。 

  工程表、組織図、キャッシュフロー表の、いわゆるプロジェクトの「三種の神

器」をしっかりとつくり上げ、節目の期限に遅れないように実行していくことこそ

最も重要でございます。特に、キャッシュフロー表、つまりはお金の流れでござい

ますが、これは議員の皆様にはしっかりとご理解いただけるよう、今後とも説明を

怠らないようにしたいと考えております。開業まで３年の大プロジェクトでござい

ます。篠栗町が地方交付税に過度に依存しなくて済むように、自主財源の増加を図

って自立への一歩を踏み出すために、予定どおり完成したいと考えておりますので、

何とぞよろしくお願いいたします。 
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  今週の国会の動向を見てみますと、成立した法案の是非は控えますが、成立過程

においては、いささか首をひねりたくなるような事態が続いているような気がいた

しております。篠栗町町議会においては、国会のドタバタ劇とは違い、しっかりし

た委員会でのご審議、本日の採決と開かれた議会に相応しい定例会であったと感じ

た次第でございます。 

  ６月９日にあった西日本政経懇話会では、片山 善博 早稲田大学教授は、「そも

そも地方創生という課題が起こる前提となった人口の緩慢な減少は、病気でいえば

生活習慣病であり、特効薬などはない。じわりじわりと体質を元に戻していかなけ

ればならない。わずか５年で結果を残そうと思うことは大間違い。しかし、この機

会に生活習慣病改善のきっかけ作りをしっかりしなくてはならない。地方創生は自

分たちの地域の改善を自分たちがやらなければいけない課題である。」とお話しに

なりました。 

  地方創生も後半戦、わが町におきましても「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の実行による体質改善の成果を勝ち取るために、職員一丸となって更に努力

を重ねてまいります。議員各位におかれましても、多くの人が行き交う自然豊かな

福岡都市圏の代表的な町「個性ある篠栗町」の更なる発展に、自治の両輪としての

更なるご協力を賜りますようお願い申し上げまして、平成２９年第２回定例会の閉

会のご挨拶といたします。 

  長期間どうもありがとうございました。 

○議長（阿部 寛治） 本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成２９年第２回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時４４分 
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